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的助成を大々的に実施している。具体的には、

(ⅰ)公的金融機関による国内造船所（大宇造船海

洋）への金融支援、（ⅱ）造船所の受注支援のた

めの前受金返還保証の発給、（ⅲ）船舶新造支援

プログラム（官民ファンド）等による海運会社に

対する新造船購入支援、（ⅳ）エコシップへの代

替建造補助（新造船価の一部を補助）等の措置を

講じており、これらの措置は市場を歪曲し、造船

業における供給能力過剰問題の早期解決を阻害す

るおそれがある。 

 

＜国際ルール上の問題点＞ 

韓国による過度な企業救済、船舶の輸出を前提と

した保証、建造補助等により、韓国企業による低船

価受注が繰り返され、国際市場における船価が大幅

に下落している。また、市場船価の下落に伴う失

注・競合断念により、我が国のシェアが大幅に下落

している。韓国の自国造船業へのこうした公的助成

は、WTO 補助金協定に規定する輸出補助金等に該当

し、同協定第 3 条等に違反する疑いが強い。 

 

＜最近の動き＞ 

韓国に対しては、2015 年に公的金融機関による大

宇造船海洋への金融支援が決定されて以降、OECD 造

船部会等の機会を通じて累次にわたり問題を指摘し、

また 2018 年 10 月には国土交通省海事局と韓国産業

通商資源部との局長級協議を実施し、措置の早期撤

廃を要求したが、撤廃には至っていない。 

これを受け 2018 年 11 月及び 2020 年1 月に我が

国は、韓国の自国造船業への過度な公的支援は WTO 

協定違反として、紛争解決手続きに基づき申立てを

行い、協議を進めている。 

また、2020 年 11 月の第 131 回 OECD 造船部会に

おいても、韓国の公的支援措置の内容について説明

を求めるとともにその透明性の確保を要請しており、

我が国としては、韓国の公的支援制度が WTO 協定に

整合的に運用されるよう、引き続き韓国側に求めて

いく。 
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関税構造 
 

＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整合

性の観点からは明確に問題があると言えない貿易・

投資関連政策・措置であるが、以下の懸念点に鑑み、

掲載することとした。 

 

＜措置の概要＞ 

2019 年時点の全品目の譲許率は 100％である。ま

た、2019 年時点の全品目の単純平均譲許税率は 

6.9％であり、非農産品については 5.0％であるが、

鉱工業品分野でも貨物自動車（最大 25％）、普通・

小型乗用車（最大 17.5％）、特殊用途自動車（最大 

30％）等の高関税品目が存在する。 

なお、2002 年 11 月の WTO 加盟時、自動車について

は関税割当制度（第 Ⅱ 部第 5 章関税 1（. 1）②参照）に

よることとなっていたが、2011 年に当該制度が撤廃

された。 

 

＜懸念点＞ 

高関税そのものは譲許税率を超えない限り WTO 協

定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生を

高めるという WTO 協定の精神に照らし、関税はできる

だけ引き下げることが望ましい。 

 

＜最近の動き＞ 

IT 製品の関税撤廃対象品目の拡大を目指して、

2012 年 5 月から ITA 拡大交渉が開始され、2015 年12 

月に妥結した。対象品目 201 品目の関税撤廃は2016 

年 7 月から順次開始され、2024 年 1 月には、全 201 品

目の関税が 55 メンバーについて完全に撤廃されるこ

とになる（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA（情報

技術協定）拡大交渉を参照）。台湾については、

2016 年 7 月から関税撤廃を開始した。例えば、高

関税品目としては、ビデオ録画・再生機器（14％）、

スイッチ類（12.5％）、テレビ受信機器（10％）等

が挙げられる。これらを含む全対象品目について、

関税が段階的に撤廃され、2021 年に完全に撤廃さ

れることになる。 

新型コロナウイルスの影響では、2020 年 2 月 

27 日に、新型コロナウイルス感染症対策のため、

関税法 71 条に基づき、同年 2 月 27 日から 5 

月 26 日までの期間において、薬用アルコール原

料の関税率を 20％から 10％に引き下げ、紡績材

料製マスクの関税率を 7.5％から一時的に撤廃す

る旨発表した。 

その後、薬用アルコール原料については、3 度

にわたり関税率の引き下げを延長し、11 月 25 日

付けで、2021 年 2 月 26 日までに延長された。 
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